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工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課 M-02令和６年度

特記仕様書

第１編　共通事項

　　　　　　　　　 (5)使用用途　公民館・保育園・児童館

　　　　　　　　　 (4)構　造　　鉄筋コンクリート造，組石造（ＲＭ造）

　　　　　　　　　 (3)階　数　　地上２階

 　　　　　　　　　(2)延床面積　1498.2㎡　（１階：831.66㎡　２階：666.54㎡）

　1.4　建物概要　　(1)建築面積　 982.05㎡

　1.3　敷地面積　　2182.46㎡

　1.2　工事場所　　調布市若葉町１丁目２９番地２１

第１章　工事概要

　1.5　工事概要

　　　　　・空冷ヒートポンプ式エアコンの撤去・新設

　　　　　・換気設備の撤去・新設

　　　　　・給湯器の撤去・新設

　1.1　工事件名　　調布市東部公民館空調機ほか更新工事

第２章　一般事項

　　調布市では，「ISO14001」に基づいた環境マネジメントシステムを構築・運営し，調布市の組織が行う事業活動に

　　おける環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。

　　本取組には，受注者の協力が不可欠であることから，受注者は，工事関係者の業務管理や施工管理などに当たり，

　　本制度の趣旨の理解に努め，地球環境保全に十分配慮するものとする。

　2.1　適用範囲

　　(1) 本特記仕様書では，「令和５年版　東京都（建築・電気設備・機械設備）工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」

　　　という。）に定めのない事項又はこれにより難い事項を定めている。本特記仕様書に記載されていない事項につい

　　　ては，標準仕様書のとおり施工する。

　　(2) 本工事は，設計図書に従い施工することとするが，設計図書に明示されていない事項であっても工事の性質上当

　　　然必要なものについては監督員の指示に従い施工する。

　　(3) 本特記仕様書の各項目における●については，本工事において適用させるものであることを示す。

　2.2　特許権等の調査について

　　　 本工事に使用する機材及び施工方法に関する特許権等については，その有無を事前に十分調査する。

　2.3　契約不適合に関する調査への協力及び立会い

　　　 契約書に基づく契約不適合に関して，工事目的物の引渡し日から１年以内及び２年以内に契約不適合調査

　　　 （工事請負契約書第41条第1項の契約不適合及び不具合を確認するための調査をいう。）を行うので，

　　 　発注者が求めた時には，受注者はその調査に協力及び立ち会うものとする。詳細は，発注者の指示による。

　2.4　成績評定について

　　 　調布市請負工事成績評定要綱（平成17年3月3日要綱第15号）に基づく工事成績評定については，次による。

　　　 ●　対象

　2.5　工事の入札等について

　　 　入札（又は見積書の提出）に当たっては，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」

　　 　（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

　2.7　各種点検，調査，見学会等への協力

　　(1) 監督員または監督員以外の職員が，施工体制，現場管理，施工管理等の適正化を図るために各種点検，調査等を

　　　　行う場合，もしくは現場見学会等を開催する場合は，受注者はこれに立ち会い協力しなければならない。

　2.8　設計変更等

　　　 設計変更等については，工事請負契約書第17条から23条までに記載しているところであるが，具体的な考え方や

　　　 手続きについては，「工事請負契約設計変更ガイドライン（建築工事編）」（東京都）によることとする。

　　 「工事請負契約設計変更ガイドライン(建築工事編)」(東京都)については，東京都財務局ホームページを参照する。

　2.9　読み替え

　　　 標準仕様書中,「東京都契約事務規則第37条第１項」とあるのは「調布市契約事務規則第29条」と，「東京都検査

　　 　とあるのは「調布市の競争入札参加有資格者」と読み替えるものとする。

　　 　また，「受注者等提出書類処理基準」とあるのは「請負者等提出書類処理基準及び請負者等提出書類処理要領」

　　　 （調布市総務部）並びに「工事提出書類一覧」（調布市総務部営繕課）と読み替えるものとする。

第４章　施工区分

　4.2　工事の施工に伴う光熱水費の取扱い

　　　 本工事の施工に伴う光熱水費の取扱いは，次による。

　　　 ●　発注者の支給とする。

　1.6　工事種目別概要

　　　　　 (1)空調設備工事

　　　　　・洋風大便器の更新

　　　　　・ソーラータイマーの更新

　　　　　　エアコンの撤去・新設

　　　　　 (2)換気設備工事

　　　　　・調理実習室，湯沸室の壁掛け換気扇の更新

　　　　　・学習室，事務室に換気設備の新設

　　　　　 (3)給排水衛生設備工事

　　　　　・調理室，湯沸室の５号給湯器の撤去・新設

　　　　　・男女洋風大便器の更新

　　　　　・屋外照明用ソーラータイマーの撤去・新設

　　　　　・上記に伴う天井材撤去・新設工事

　　しているため，週休２日が達成できなかった場合は労務費補正分を減額変更する。詳細は東京都「財務局「週休２日

　　促進工事」実施要領及び「調布市週　　休２日制工事実施要領（以下，「調布市要領」）」を参照すること。ただし，

　　「調布市要領」における「経費」は「労務費」に読み替えるものとする。

　　なお，交代制を行う場合は，着手日までに調布市へ必ず申し出ること。

　　また，実施方式は途中で変更することはできない。

　　この場合は，東京都「財務局「週休２日交代制工事」実施要領」及び「調布市要領」を参照すること。

　　からそれぞれ入手できる。

　　なお，「調布市要領」は，調布市ホームページから，東京都財務局の各要領は，東京都財務局建築保全ホームページ

　●本工事は，現場閉所により実施する「週休２日制工事」の対象ではない。

　〇本工事は，現場閉所により実施する「週休２日制工事」である。週休２日を前提に労務費を補正し，予定価格を算出

調布市東部公民館空調機ほか更新工事

　　　 事務規程第２条第２号」とあるのは「調布市工事等検査事務規程」と，「東京都の競争入札参加有資格者」

　　　　　・事務室，学習室，資料室，保育室，会議室，和室(1)，和室(2)，調理実習室，廊下の空冷ヒートポンプ

　　　　 　(4)電気設備工事

　　　　　 (5)建築工事

　　　　　・上記に伴う配管，配線工事

図面名称

特記仕様書(1)令和６年１２月 Ｎ・Ｓ



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 M-03

第２編　工種別事項

第１章　一般事項

第１節　総則

　1.1.1　官公署その他への届出手続等（標準仕様書1.1.1.4）

　　　　 工事の着手，施工又は完了に当たり，労働安全衛生法第88条第１項のほか，関係官公署その他の関係機関への

　　　 必要な届出手続等について十分調査の上，これを遅滞なく行う。

　1.1.2　現場代理人，監理技術者，監理技術者補佐及び主任技術者（標準仕様書1.1.1.5）

　　（1）本工事が調布市議会上程案件の場合，調布市議会で可決され契約を締結するまで，配置予定の監理技術者，

　　　 監理技術者補佐及び主任技術者（以下「監理技術者」という。 ）は，他の工事に専任で従事することができる。

　　（2）建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項の規定により専任が求められる監理技術者等は，次の期間に

　　　 ついては工事現場への専任を要しない。

　 　 〇工事用地等の確保が未了，自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により，工事を全面的に一時中止している期間

　　　　当該期間については，請負契約の締結後，監督員からの工事の全部中止の通知により定める。

　 　 〇橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター，発電機・配電盤等の電機品等の工場制作を含む工事全般について，工場

　　　　なお，当該工場製作過程において，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで政策が可能

　　　　である場合は，同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。

　　　　残っている期間

　 　 〇工事完了後，検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。），事務手続，後片付け等のみが

　　　　制作のみが行われている期間，当該期間については，請負契約の締結後，監督員と協議の上，書面において定める。

　　（3）専任の監理技術者等が，技術研さんのための研修，講習，試験等への参加，休暇の取得，その他の合理的な理由

　　　  で短期間工事現場を離れることについては，適切な施工ができる体制を確保するとともに，その体制について，

　　　  元請の監理技術者等の場合は発注者，下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを

　　　  前提として，差し支えない。

　1.1.3　工事の下請負（標準仕様書1.1.1.6）

　1.1.4　工事実績情報の登録（標準仕様書1.1.1.7）

　　　　書第５条「一括委任又は一括下請負の禁止」の規定を適用しない。

　　　　 一般ガス導管事業者が受注したガス工事については，標準仕様書「1.1.1.6工事の下請負」(1)及び工事請負契約

　　　　総合センター（以下「JACIC」という。）に登録する。

　　　　 現場への常駐期間，監理技術者等の「従事期間」は配置期間を原則とする。

　　　　 なお，工事実績情報システム（コリンズ）への技術者データの登録にあたり，現場代理人の「従事期間」は

　　　　 登録内容についてあらかじめ監督員の確認を受けた後，標準仕様書に示す期間内に一般 財団法人日本建設情報

　　　　 契約金額が500万円以上の工事については，工事実績情報システム(コリンズ)に基づく工事実績情報の登録を行う。

　　　　 【登録先】　JACICのホームページ「コリンズ・テクリス」を参照すること。

　1.1.5　施工体制台帳等（標準仕様書1.1.1.10）

　　　　 施工体系図には，一次下請人となる警備会社の商号又は名称，現場責任者名，工期を記載する。

　1.1.6　関連工事等の調整（標準仕様書1.1.1.11）

　　　　 本工事の施工に伴う別契約の関連工事は、次のとおりである。

　　　　〇なし

調布市東部公民館空調機ほか更新工事

　1.1.7　建設副産物の処理（標準仕様書1.1.1.16）

　　　(1) 建設副産物の取扱は，次による。

　　　ア　建設副産物の処理

　　　　  受注者は，建設副産物の処理にあたっては，「東京都建設リサイクルガイドライン」（島しょにおける工事の

　　　　  場合は，「東京都建設リサイクルガイドライン（島しょ地域版） 」（東京都）とする。以下同じ。）及び

　　　　 「東京都建設泥土リサイクル指針」に基づき，発生抑制，再利用・再生利用及び適正処理に努める。

　　　ケ　マニフェスト等の提示

　　　　（ア）マニフェストの提示

　　　　　　　受注者は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45 年法律第137 号）に基づき，廃棄物管理票

　　　　　　　（以下「マニフェスト」という。）又は電子マニフェストを利用し，適正な運搬、処理を行う。

　　　　　　　マニフェスト（紙）のうち，受注者（排出事業者）が保管すべきものについて，ファイルに整理し

　　　　　　　施工中いつでも監督員に提示できるようにする。

　　  　（イ）集計表の提出

　　　　　　　受注者は,マニフェストの枚数,産業廃棄物の数量,運搬日等を記録した集計表を作成し,監督員に提出する。

　　　　（ウ）リサイクル伝票の提示

　　　　　　　受注者は，建設廃棄物を搬出する場合においてマニフェストを交付する必要のない品目（再生利用認定

　　　　　　　を監督員に提示する。

　　　　　　　制度，個別指定制度等を利用して再利用する建設泥土等）については，「リサイクル伝票」(写しでもよい)

　　　　　　　その様式は，受注者が定めるもの，運搬業者が定めるもの，再資源化業者が定めるもの等による。

　　　　　　　マニフェストの交付が不要な再生が対象となる。）

　　　　　　　（具体的には，再生利用認定制度や再生利用制度（個別指定）等における建設泥土の再生利用等の法的な

　　　　（エ）リサイクル証明書の提示

　　　　　　　受注者は,建設廃棄物をセメント等の建設資材の原料として再利用する場合及び高炉還元等を行う場合には,

　　　　　　　提示する。

　　　　　　　セメント工場等の建設資材製造施設，製鉄所等が発行したリサイクル証明書(写しでもよい)を監督員に

　　　(2) 建設副産物の処理は、次による。

　　　　　(ｲ) 建設廃棄物の現場内再利用

　　　　　　　　現場内においては、次の方法で建設副産物の再利用を図る。

　　　　　(ｳ) 建設廃棄物の取扱い

　　　　　　　　施設を選定する。

　　　　　　　　受注者は，COBRIS等を利用し，また，受入条件，再資源化の方法等を施設に確認し，適切な再資源化

　　　　　(ｴ) 有価物の取扱い

　　　　　　　　建設副産物のうち，有価物については自由処分とする。受注者は処分後，売渡したことを証明する書類

　　　　　　　　の写しを監督員に提出する。

　　　　　　　　また，有価物として処分できない場合には，事前に監督員に協議の上，建設廃棄物として処分すること

　　　　　　　　ができる。

　　　　　　　　なお，建設廃棄物として処分する場合には，(ｳ)の規定による。（有価物の取扱いについては，「行政

　　　　　　　　処分の指針について（通知）」（令和３年４月１４日環循規発第  2104141号）等を参照する。）

　　　　　オ　せっこうボードの処理方法は，次による。

　　　　　　(ｱ) せっこうボードの撤去に際しては，せっこうボードの裏面に印刷されている製造会社名等により，

　　　　　　　石綿・ひ素・カドミウム等の含有の有無を確認し，監督員に報告する。

　　　　　　(ｲ) (ｱ)以外の石膏ボードの処理は次による。

　　　　　　　●　最終処分場とする。

　　　　　　　〇　再資源化とする。

　　　　　　　含有が確認された場合には,関係法令に基づき適切に処理するとともに,監督員に処理について協議を行う。

　1.1.8　過積載の防止（標準仕様書1.1.1.17）

　　　　 本工事における過積載の防止については，標準仕様書によるほか，「過積載防止対策マニュアル」(東京都

　　　 財務局)によるものとする。

　　　　 「過積載防止対策マニュアル」については，東京都財務局ホームページを参照する。

令和６年１２月
図面名称

特記仕様書(2) Ｎ・Ｓ



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 M-04調布市東部公民館空調機ほか更新工事

　1.1.9　保険の加入及び事故の補償（標準仕様書1.1.1.19）

　　　 これに代わるものを発注者に提示する。

　　　　 本工事において，受注者は法定外の労災保険（※）に付さなければならない。また，当該保険契約の証券又は

　　　 ※　法定外の労災保険とは，公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための

第２節　工事関係図書

　1.2.3　工事の記録等（標準仕様書1.1.2.4）

　　　　また，工事記録写真撮影計画書の作成は，次による。

　　　(1) 工事記録写真の撮影は，別に定める「財務局工事記録写真撮影要領」（東京都財務局）の最新版による。

　　　　 ●　作成する。

　　　(2) 写真帳の提出は，次による。

　　　　 ●　提出する。

　　　(3) デジタル工事写真の小黒板情報電子化（以下，「電子黒板」という。）は次による。

　　　 保険契約であり，国の労働災害補償保険（労災保険）とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険契約をいう。

　　　　（以下，「対象工事」という。）とすることができる。

　　　　受注者が電子黒板の導入を希望する場合，工事施工前に監督員へ申請し，承諾を得るものとし，電子黒板対象工事

　　　　　なお，申請時には電子黒板の導入に必要な機器及びソフトウェア等（以下，「使用機器」という。）に関する

　　　　資料を添付するものとする。

　　　ア　対象機器の導入

　　　　　使用機器について，「財務局工事記録写真撮影要領」（東京都財務局）「第２章写真撮影の要領４(2)」に示す

　　　　項目の電子的記入ができるもの並びに信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用する。

　　　　　なお，信憑性確認機能（改ざん検知機能）とは，「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト

　　　　（CRYPTREC暗号リスト）」に記載されている技術を使用することをいう。

　　　　ホームページを参照する。

　　　　　「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」については，CRYPTREC

　　　　ついては，この限りではない。

　　　イ　対象工事において，高温多湿，粉じん等の現場条件の環境により，使用機器を用いることが困難な工種に

　　　　ただし，この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

　　　ウ　使用機器の事例として，「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参考にする。

　　　　　「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」については，JACICホームページを参照する。

　　　エ　本工事における小黒板情報の電子的記入の取扱いは,「財務局工事記録写真撮影要領」(東京都財務局)によるが,

　　　　　「第３章　写真の整理と保存１」で規定されている写真編集には該当しない。

令和６年１２月
図面名称

特記仕様書(3)

　　　オ　実施工程表　着手に先立ち，工程表（全体・月間・週間）を作成し監督員に提出すること。

　　　　※　全体工程表については，ネットワーク工程表とすること。

第３節　工事現場管理

　1.3.2　施工条件（標準仕様書1.1.3.4）

　　（3）施工条件は，次による。

　　　ウ　工事中は，施設関係者及び利用者等の安全に留意し事故のないように十分に気を付けて施工すること。

　　　エ　騒音作業及び振動作業は，事前に施工方法及び作業日程を調整のうえ実施すること。

　　　オ　資材及び廃材の搬入出路，搬入時間等については，施設管理者と協議のうえ決定すること。

　　　カ　契約書第34条の規定による部分使用は受注者の承諾を得て善良なる管理者の注意をもって行う。

　　　キ　アンカー，はつり補修を行う際の使用機器は，集塵機能付の機器を使用すること。

　　　ク　空調停止期間中は，施設管理者と協議のうえ仮設暖房機の設置を行うこと。

　　　ア　機器の撤去・新設については，原則として施設休館日である月曜日に行うことし，事前に作業内容等を

　　　　　施設管理者と調整し施工日時の決定をすること。

　　　コ　工事車両の駐車については，近隣の有料駐車場を使用すること。

　　　イ　工事着手及び施工時間帯については，施設運営に支障をきたさないよう，監督員と協議のうえ決定すること。

　1.3.3　施工中の安全確保（標準仕様書1.1.3.6）

　　　 （統括安全衛生管理義務者）については，次による。

　　　「労働安全衛生法」（昭和47年法律第57号）第30条第２項における同法第30条第１項に規定する措置を講ずべき者

　　　●　本工事の受注者を指名しない。

　　　　なお,この場合における指名への同意については,本工事の請負契約を締結することにより得られたものとみなす。

　　　　　また，「労働安全衛生法」第15条，第15条の２及び第15条の３に規定する次の者を労働基準監督署長に報告

　　　　した場合は，速やかにその写しを監督員に提出する。

　　　　ア　統括安全衛生責任者

　　　　イ　元方安全衛生管理者

　　　　ウ　店社安全衛生管理者

　1.3.4　石綿含有建材等の取扱い（標準仕様書11.1.3.2）

　　　　 石綿含有建材の事前調査及び撤去等の取扱いについては，標準仕様書「11.1.3.2 石綿含有建材の取扱い」及び

　　　 「東京都建築工事標準仕様書　第29章　石綿除去工事」の当該事項による。

　　　(1) 本工事の対象である建築物その他の施設において,石綿が含有していることが判明している建材等は,次による。

　　　　●　なし

　　　(2) 新築,改築,増築等の場合でも既存構造物に影響を与える場合は,同様の調査を行う。

　　　　　なお,事前調査を行うことができる石綿等に関する知識を有する者等とは以下の者である。

　　　　①　建築物石綿含有建材調査者講習登録規定（平成30年10月23日　厚生労働省　国土交通省　環境省告示第１号

　　　　　者（特定、一般）

　　　　　令和２年７月１日改正）に基づき厚生労働省に登録された機関が行う講習を修了した建築物石綿含有建材調査

　　　　②（一社）日本アスベスト調査診断協会に令和５年９月30日までに登録されたもの

　　　　　ただし、戸建て住宅及び共同住宅の住戸部分の内部の事前調査に限っては、前記「登録規定」に基づく講習を

　　　　　修了した戸建て等石綿含有建材調査者も行うことができる。また，事前調査の結果について，法令に基づき，

　　　　　報告対象となる場合は，石綿の使用の有無に関わらず，原則として「石綿事前調査結果報告システム」に

　　　　　より、労働基準監督署及び区役所、市役所又は多摩環境事務所等に報告する。

　　　　　また，報告した旨を示す資料（システム登録時の確認メール等）を監督員に提示すること。

　　　　　　なお、石綿含有吹付け材の除去等を行う場合の官公署への届出とは別であることに留意すること。

　　　　【報告対象となる工事】

　　　　① 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事

　　　　（参考）
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工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 M-05調布市東部公民館空調機ほか更新工事令和６年１２月
図面名称

特記仕様書(4)

第４節　機器及び材料

　1.4.1　環境への配慮（標準仕様書1.1.4.1）

　　　　　（以下，「環境物品等」という。）の調達等は，原則として，次による。

　　　(1) 「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」等に定める特別品目，特定調達品目及び調達推進品目

　　　　　「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」等については，東京都都市整備局ホームページを参照する。

　　　　ア　本工事で指定する環境物品等は，次による。

　　　　(ｱ)　特別品目

　　　　　　〇　高効率空調用機器（熱源機器）

　　　　　　〇　高効率空調用機器（熱源以外の空調機器）

　　　　　　〇　ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

　　　　　　●　環境配慮形(ＥＭ)電線・ケーブル

　　　　　　〇　RoHS指令対応電線・ケーブル　　

　　　　　　〇　低VOC塗料

　　　　　　〇　エコセメントを用いたコンクリート二次製品

　　　　　　〇　電気便座（温水洗浄便座及び暖房便座）

　　　　(ｲ)　特定調達品目

　　　　　　〇　吸収冷温水機

　　　　　　〇　氷蓄熱式空調機器

　　　　　　〇　ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

　　　　　　〇　空調用送風機

　　　　　　〇　空調用ポンプ

　　　　　　〇　排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管

　　　　　　〇　太陽熱利用システム

　　　　　　〇　燃料電池

　　　　　　〇　エネルギー管理システム

　　　　　　〇　節水器具（節水コマ、定流量弁、泡沫キャップ、流量調整弁）

　　　　　　〇　給水栓 （節水コマ内蔵水栓，定流量弁内蔵水栓，泡沫機能付水栓，時間止め水栓，

　　　　　　定量止め水栓，自動水栓（自己発電機構付），自動水栓（AC100Vタイプ・乾電池式），手元止水機構を

　　　　　　有する水栓，自動水栓（自己発電機構付），自動水栓（AC100Vタイプ・乾電池式），手元止水機構を有する

　　　　　　水栓，小流量吐水機構を有する水栓，水優先吐水機構を有する水栓）

　　　　　　●　衛生器具（自動水栓、自動洗浄装置及びその組み込み小便器、洋風便器）

　　　(4) 石綿含有ガスケット，パッキン等の石綿含有材料の事前調査及び撤去等の取扱いについては，「石綿障害予防

　　　　工事場所や規模に応じて，都，区，市及び労働基準監督署等への確認を事前に行う。

　　　　規則」,「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」等の石綿に関する関係法令を遵守し,適切に処理する。

　　　　② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

　　　　③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

　　　　※いずれかに該当する場合は，石綿の使用の有無に関わらず報告が必要。

　　　　　詳細は，厚生労働省ＨＰ「石綿総合情報ポータルサイト」，東京都環境局ＨＰ「東京都アスベスト情報サイト」

　　　　　等を参照（3）工事を進めるうえで、現地の状況により契約図書に定める範囲外の工事を行う場合には，追加の

　　　　　事前調査を行う。なお，新たに分析調査を行う場合は，施工条件の変更とみなすことができることとする。

　　　　※事前調査結果の報告は原則として,「石綿事前調査結果報告システム」に登録し,一括で行うこととなっている。

　1.4.2　機材の品質等（標準仕様書1.1.4.2）

　　　(2) 再生材の品質は、次による。

　　　　　「土木材料仕様書」については、東京都建設局ホームページを参照する。

　　　　　ア　再生クラッシャラン(RC-40、RC-30）

　　　　　イ　再生粒度調整砕石（RM-40、RM-30）

　　　　　ウ　再生砂(RC-10)

　　　　　エ　再生加熱アスファルト混合物

　　　　次の材料の品質は、「土木材料仕様書」（東京都建設局）による。

　　　　　オ　改良土

　　　　　カ　粒状改良土

　　　　　キ　流動化処理土

　　　　　ク　再生骨材Ｌを用いたコンクリート

　　　　　ケ　コンクリート用再生骨材Ｈ

　　　　　コ　再生単粒度砕石（浸透トレンチ用）

第５節　施工

　1.5.1　排出ガス対策型建設機械（標準仕様書1.1.5.6）

　　　　 次の建設機械には，排出ガス対策型のものを用いる。

　　　　 一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力7.5～260kW）

　　　　　 (1) バックホウ

　　　　　 (4) 発動発電機（可搬式・溶接兼用機を含む。）

　　　　　 (7) ホイールクレーン（ラフテレンクレーン）

　　　　 （道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による排ガス規制を受けている建設機械は除く。）

　1.5.2　低騒音・低振動型建設機械（標準仕様書1.1.5.7）

　　　(1)　次の建設機械には，低騒音型のものを用いる。

　　　　　 ア バックホウ

　　　　　 エ クローラクレーン，トラッククレーン及びホイールクレーン

　　　　　 シ 発動発電機

　1.5.3　化学物質の濃度測定（標準仕様書1.1.5.8）

　　　　 化学物質の濃度測定は，次による。

　　　　 ●　測定は行わない。

　　　　イ　受注者は，ア以外のもので「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に示す環境物品等の使用を希望する

　　　　　　ことができる。

　　　　　　場合は，性能，使用の有効性，品質確保等について証明し，監督員の承諾を受けた上で，それを使用する

　　　　ウ　受注者は，環境物品等の各品目ごとの「環境物品等使用予定（実績）チェックリスト」を作成し，施工計画

　　　　　　書に添付するなどして監督員に提出し，確認を受ける。
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工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 M-06調布市東部公民館空調機ほか更新工事令和６年１２月
図面名称

特記仕様書(5)

　1.6.2　しゅん功図（標準仕様書1.1.7.2）

　　　　 しゅん功図の種類，内容及び提出部数は，次による。

　　　(2) 様式

　　　　その原図を省略することができる。）

　　　(3) 提出部数

　　　　（製作図をしゅん功図として提出する場合は，

　　　　　しゅん功図の原図の様式は,設計図書に準じた寸法，縮尺,文字,図示記号等を用い,CADで作成したものとする。

　　　　　ア　電子データ版　　　（CD-R等）  　 １　部

　1.6.3　保全に関する資料（標準仕様書1.1.7.3）

　　　(1) 保全に関する資料の作成内容等は，次による。

　　　　　イ　その他の保全に関する資料

　　　　　　　●　鍵・備品・工具リスト

　　　　　　　●　保証書

　　　　　　　●　建築物等の保守に関する説明書（機器取扱説明書，装置の運転説明書等）

　　　　　　※１部提出すること。

　1.6.4　電子納品　（標準仕様書　1.1.7.4）

　　　(3) 設計図CADデータの貸与の適用は，次による。

　　　　　　使用してはならない。

　　　　　●　貸与する。ただし，貸与するデータを当該工事における施工図又はしゅん功図の作成以外の用途に

　　　(4) 電子黒板を用いた写真（以下，「電子黒板写真」という。）の納品については，次による。

　　　　　JACICが提供しているチェックシステム（信憑性チェックツール）については，JACICホームページを参照する。

第２章　工事種目別特記事項

　(1)　標準仕様書で「特記による。」とされている事項は，次による。なお，各事項の番号，

　　 名称は，標準仕様書の該当項目を指す。

　11.3.1.1　養生範囲

　　　　　　各室内，机上，廊下等の屋内作業箇所，作業通路・搬入通路の養生及び清掃を行うこと。

　11.3.2.1　養生方法及び清掃

　　　　　　屋内作業箇所，搬入通路等の養生は，ビニルシート，合板等の適切な方法で行うこと。

　　　　電子黒板写真並びに電子黒板写真を管理したビューアソフトは，工事完成時に電子納品対象成果物として

　　　　納品する。

　　　　　なお，納品時にJACICが提供しているチェックシステム（信憑性チェックツール）等を用いて，電子黒板

　　　　写真の信憑性確認を行い，その結果を書面で監督員に提出する。

第６節　しゅん功図等

　1.6.1　完了時の提出図書（標準仕様書1.1.7.1）

　　　(1) しゅん功図は，作成する。（「1.6.2　しゅん功図」による。）

　　　(2) しゅん功写真の作成は，次による。

　　　　　●　作成しない。

　　　(3) 保全に関する資料は，作成する。
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S=1/300
令和６年度

凡例

搬出入ルート

調布市東部公民館空調機ほか更新工事

調布市東部公民館

令和６年１２月 M-07
図面名称

案内図・配置図兼仮設計画図

調布市若葉町１丁目２９番地２１

Ｅ２１６

Ｅ２２５-１

調布市道　Ｅ２２５

14,700 29,785

Ｎ・Ｓ



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度

EHP-1 空冷ヒートポンプ式エアコン

相－電圧 数量仕　　様名　　称

室外機

3Φ200V ２

設置場所記　号

２

室内機

空冷ヒートポンプ式エアコンEHP-1-1

新　設　機　器　表

天吊自在形　冷房能力：10.0KW　暖房能力：11.2KW

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：10.0KW　暖房能力：11.2KW　圧縮機出力：1.95kw　消費電力：2.78kw

冷媒：R32　3.15㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　ドレン管：VP20　液晶ワイヤードリモコン

EHP-2

室外機

3Φ200V ２空冷ヒートポンプ式エアコン ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW　圧縮機出力：1.70kw　消費電力：2.49kw

冷媒：R32　1.7㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

会議室

１

１

室内機

空冷ヒートポンプ式エアコンEHP-2-1 壁掛形　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW

冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　ドレン管：VP20　液晶ワイヤードリモコン

室外機

EHP-3 3Φ200V空冷ヒートポンプ式エアコン １ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力 4.5KW　暖房能力：5.0KW　圧縮機出力：0.92kw　消費電力1.35kw

冷媒：R32　1.0㎏冷媒管 Φ12.7/Φ6.4　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

壁掛形　冷房能力 4.5KW　暖房能力 5.0KW 保育室EHP-3-1

室内機

空冷ヒートポンプ式エアコン １

冷媒管：Φ12.7/Φ 6.4　ドレン管：VP20　液晶ワイヤードリモコン

空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

１ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：10.0KW　暖房能力：11.2KW　圧縮機出力：1.95kw　消費電力：3.49kwEHP-5

冷媒：R32　3.15㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

EHP-5-1 空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

和室（１） １壁掛形　冷房能力：10.0KW　暖房能力：11.2KW

冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　液晶ワイヤードリモコン

EHP-6 １3Φ200V空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW　圧縮機出力：1.18kw　消費電力：1.62kw

冷媒：R32　1.18㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ 6.4　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

和室（２） １空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

EHP-6-1 壁掛形　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW

冷媒管：Φ12.7/Φ 6.4　液晶ワイヤードリモコン

１3Φ200V空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

EHP-7 ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW　圧縮機出力：1.70kw　消費電力：2.20kw

冷媒：R32　1.7㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

１空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

事務室EHP-7-1 天吊自在形　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW

冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　液晶ワイヤードリモコン

EHP-4 空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

3Φ200V １

空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

EHP-4-1 廊下

資料室 １空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

室外機

空冷ヒートポンプ式エアコン 3Φ200V １

壁掛形　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW

冷媒管：Φ12.7/Φ 6.4　液晶ワイヤードリモコン

EHP-8

EHP-8-1

1Φ200V

2) 機器の能力は、JIS8616による定格能力とする。

3) グリ－ン購入法(特定調達物品等)適合品とする。

4) 電気容量，送風機風量は参考値とする。

　 標準仕様書による。

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW　圧縮機出：1.18kw　消費電力1.78kw

冷媒：R32　1.35kg　冷媒管：Φ12.7/Φ 6.4　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

天吊自在形　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW

冷媒管：Φ15.9/Φ 9.5　液晶ワイヤードリモコン

１

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW　圧縮機出力：1.18kw　消費電力：1.62kw

冷媒：R32　1.35㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ 6.4　樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

調布市東部公民館空調機ほか更新工事

バルコニー

学習室

バルコニー

調理実習室

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー

令和６年１２月 M-08
図面名称

新設機器表

1) 機器表に記載無き事項は、令和5年東京都機械設備工事

Ｎ・Ｓ



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度

撤　去　機　器　表

相－電圧 数量

3Φ200V ２

設置場所

２

外形寸法：1,850H×600W×350D　重量：46㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

床置形　冷房能力 10.0KW　暖房能力 11.2KW

標準液晶ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ

空冷ヒートポンプ式エアコン

仕　　様名　　称

室外機

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

記　号

室内機

空冷ヒートポンプ式エアコン

ACP-1

(R410A　4.3㎏，R32　3.15㎏）

外形寸法：990H×940W× 320D　重量：75㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：10.0KW　暖房能力：11.2KW　圧縮機出力：1.95kw　消費電力：4.27kw

ACP-1-1

3Φ200V ２

会議室

１

１

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

室外機

空冷ヒートポンプ式エアコン

標準液晶ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ

室内機

空冷ヒートポンプ式エアコン

外形寸法：1,850H×600W×270D　重量：39㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

床置形　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW

(R410A　3.4㎏）

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW　圧縮機出力：1.40kw　消費電力：2.50kw

外形寸法：770H×900W× 320D　重量：67㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

ACP-2-1

ACP-2

3Φ200V １

保育室 １

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

室外機

空冷ヒートポンプ式エアコン

壁掛形　冷房能力 4.5KW　暖房能力 5.0KW

室内機

空冷ヒートポンプ式エアコン

標準ワイヤレスリモコン

外形寸法：290H×795W× 230D　重量：10㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ6.4

外形寸法：550H×765W× 285D　重量：37㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ6.4

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：4.5KW　暖房能力：5.0KW　圧縮機出力：1.10kw　消費電力：1.35kw

(R410A　2.3㎏）

ACP-3

ACP-3-1

3Φ200V １

廊下 １

空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機 外形寸法：290H×795W× 230D　重量：10㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ6.4

壁掛形　冷房能力：3.6KW　暖房能力：4.0KW

(R410A　2.3㎏）

外形寸法：550H×765W× 285D　重量：43㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ6.4

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：3.6KW　暖房能力：4.0KW　圧縮機出力：0.80kw　消費電力：1.24kw

ACP-4-1

ACP-4

標準ワイヤレスリモコン

3Φ200V １

和室（１） １

空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

標準ワイヤレスリモコン

壁掛形　冷房能力：10.0KW　暖房能力：11.2KW

(R410A　4.3㎏）

外形寸法：360H×1,570W×200D　重量：21㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：10.0KW　暖房能力：11.2KW　圧縮機出力：1.9kw　消費電力：3.64kw

外形寸法：950H×943W× 300D　重量：97㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

ACP-5-1

ACP-5

１

和室（２） １

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

標準ワイヤレスリモコン

空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

壁掛形　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW　圧縮機出力：1.30kw　消費電力：1.56kw

(R32　2.0㎏）

外形寸法：325H×1,100W×258D　重量：16㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ6.4

外形寸法：630H×809W× 360D　重量：43㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ6.4

ACP-6-1

ACP-6

１3Φ200V

１事務室

空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機 外形寸法：235H×1,270W×690D　重量：31㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

天井吊形　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：7.1KW　暖房能力：8.0KW　圧縮機出力：1.29kw　消費電力：2.2kw

標準ワイヤードリモコン

(R32　1.7㎏）

ACP-7-1

ACP-7

ｼﾝｸﾞﾙ運転　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW　圧縮機出力：1.30kw　消費電力：1.56kw

樹脂製置台・SUS製転倒防止金具

壁掛形　冷房能力：5.6KW　暖房能力：6.3KW

外形寸法：235H×1,270W×690D　重量：31㎏

空冷ヒートポンプ式エアコン

室外機

(R410A　2.8㎏）

空冷ヒートポンプ式エアコン

室内機

ACP-8

ACP-8-1

3Φ200V

資料室 １

１

1Φ200V

調布市東部公民館空調機ほか更新工事

バルコニー

学習室

バルコニー

調理実習室

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー

令和６年１２月
図面名称

撤去機器表 M-09

外形寸法：990H×940W× 320D　重量：51㎏　冷媒管：Φ12.7/Φ6.4

外形寸法：990H×940W× 320D　重量：43㎏　冷媒管：Φ15.9/Φ9.5

Ｎ・Ｓ



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 調布市東部公民館空調機ほか更新工事
図面名称

令和６年１２月
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工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 S=1/200
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２ 階 平 面 図 M-11
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図面名称

既設貫通部（再使用） 既設貫通部（再使用）

1

　

天井内隠ぺい
9.52/15.88，25A

工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度

ＤＮ

庇

D R D

教材室

R

天井内隠ぺいD

9.52/15.88，25A

ＤＮ

教材室

ポーチ
玄関

2,700 6,000 6,000

14,700 14,700

2,700 6,000 6,000

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

6
,
4
0
0

Y1

Y2 Y2

Y1

天井扇撤去

ポーチ

天井扇撤去

A

A

既設貫通部（再使用） 既設貫通部（再使用）

EHP

7

EHP

（再使用）

EHP EHP

1-1 1

EHP EHP

1-11 1-1 1 1-1

ACP ACP ACP ACP

7-1

7

事務室

資料室 資料室

調布市東部公民館空調機ほか更新工事

ACP
ACP

ACP

ACP

学習室

玄関

S=1/100

名 称 仕 様記号 電源 数量

天井扇撤去

学習室

8-1
8

撤去平面図　S=1/100 新設平面図　S=1/100

新設機器表

D
R

CVV2-3C共巻き
撤去

梁下貫通穴（再使用） 梁下貫通穴（再使用）

R

腰壁貫通穴

8

D R

DR
D

R R
2.0

1.25

1.
25

1
.
25

1.25

A

A

A

A

A

BB

A

A

25
A

25A

※　既設貫通部は再使用とする。

※　室外機撤去後バルコニーの防水補修（ウレタン塗膜防水　X-2工法  ）を行うこと。

※　太線部の配管，配線は撤去・新設範囲を示す。

※　新設室内機～室外機間の渡り配線(EM-EEF2.0-3C)は冷媒管共巻工事とする。

※　ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ～室内機のﾘﾓｺﾝ配線(EM-CEES1.25-2C)は天井内ころがし配線，壁立ち下がり部(MMA)とする。

※　屋内ﾗｯｷﾝｸﾞは樹脂製ﾗｯｷﾝｸﾞ仕上げ・屋外ﾗｯｷﾝｸﾞはｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞ仕上げとする。

※　室外機への電源は既設再使用とする。

記号

冷媒配管サイズ

φ15.88 x φ9.52

φ12.70 x φ6.35

A

B

管径（ガスx 液）

R R

事務室

1.251.25

SW

1.25

2.0 EM-EEF2.0-2C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

EM-CEE1.25-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

換気扇スイッチ新設

EM-CEE1.25-3C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

EHP

7-1

2.0EM-EEF2.0-2C(天井ｺﾛｶﾞｼ)

1.25

換気扇スイッチ新設

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５－２Ｃ

R

凡　例

記　号 仕 様

冷媒用分岐管

1.25

差動式スポット２種　感知器（既存）

スピーカー（既存）

サイクル扇

空調機リモコン

-R-

-D- ドレン管（硬質塩化ビニル管VP）

冷媒管（冷媒用被覆銅管）

学習室・事務室・資料室

撤去・新設平面図

EF 壁掛け換気扇

格子タイプ　電気式シャッターφ250　　

速調付　強）805m3/h　24ｈ弱）460m3/h

SUS製フード，防鳥網

1φ100V 2

令和６年１２月

ＥＦ

ＥＦ

バルコニー

バルコニーバルコニー

バルコニー

25A

R

EHP

8-1
MMA 1.25

M-12

MMA
MMA MMA

MMA



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 S=1/100調布市東部公民館空調機ほか更新工事

R

廊下

男子

便所便所

女子

ＤＮ バルコニー

調理実習室

会議室

湯沸

踏込

廊下

7
,
0
0
0

6
,
4
0
0

2
,
0
0
0 ＤＮ バルコニー

踏込

廊下

D

4

R

8

7
,
0
0
0

6
,
4
0
0

2
,
0
0
0

ACP

4

ACP

EHP

EHP

3

EHP

EHP

8

3

R

R・D

調理実習室

湯沸室

R

R

D

2

2

R,D

R,D

ACP

ACP

R,D

R,D

R・D

D

4-1

EHP EHP

8-1

EHP

3-1

EHP

2-1

EHP

2

6,0002,700

会議室 廊下

Y5

Y4

Y3

X1 X2 X3 X4

6,000

２L-1 ２L-1

男子

便所女子

便所

ACP

4-16,000 6,0002,700

X2X1 X3 X4

Y5

Y4

Y3

ACP

8-1

ACP

3-1

ACP

2

ACP

2-1

ACP

2-1

R
1.25

資料室

保育室

事務室 事務室

資料室

保育室

EHP

8-1
ACP

8-1

撤去平面図　S=1/100 新設平面図　S=1/100

B

B

B

A A

B
B

B

A

A

A

D

D

D

※　既設貫通部は再使用とする。

※　室外機撤去後バルコニーの防水補修（ウレタン塗膜防水　X-2工法  ）を行うこと。

※　太線部の配管，配線は撤去・新設範囲を示す。

※　新設室内機～室外機間の渡り配線(EM-EEF2.0-3C)は冷媒管共巻工事とする。

※　ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ～室内機のﾘﾓｺﾝ配線(EM-CEES1.25-2C)は天井内ころがし配線，壁立ち下がり部(MMA)とする。

※　屋内ﾗｯｷﾝｸﾞは樹脂製ﾗｯｷﾝｸﾞ仕上げ・屋外ﾗｯｷﾝｸﾞはｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞ仕上げとする。

※　室外機への電源は既設再使用とする。

記号

冷媒配管サイズ

φ15.88 x φ9.52

φ12.70 x φ6.35

A

B

管径（ガスx 液）

EHP

2-1

ＥＭ－ＣＥＥ１．２５－２Ｃ

R

凡　例

記　号 仕 様

冷媒用分岐管

1.25

差動式スポット２種　感知器（既存）

スピーカー（既存）

サイクル扇

空調機リモコン

-R-

-D- ドレン管（硬質塩化ビニル管VP）

冷媒管（冷媒用被覆銅管）

R
1.25

BR
1.25

R

R

1.25

1.25
R

R

R
1.25

図面名称 会議室・廊下・保育室

調理実習室撤去・新設平面図
令和６年１２月 M-13

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度

前室
踏込

男子

バルコニー

バルコニー

便所

調布市東部公民館空調機ほか更新工事

R,D

和室(1)

和室(2)

6,000

Y5

Y4

EHP

5→5

ACP

5-1

EHP

5-1→
ACP

EHP

6-1→6-1

ACP EHP

6→6

ACP

Y4 Y5 Y6

R
1.25

機器の更新に伴い，ワイヤードリモコンに更新

EM-CEE1.25-2C（MMA)新設

R
1.25

機器の更新に伴い，ワイヤードリモコンに更新

記号

冷媒配管サイズ

φ15.88 x φ9.52

φ12.70 x φ6.35

A

B

管径（ガスx 液）

※　既設貫通部は再使用とする。

※　室外機撤去後バルコニーの防水補修（ウレタン塗膜防水　X-2工法  ）を行うこと。

※　太線部の配管，配線は撤去・新設範囲を示す。

※　新設室内機～室外機間の渡り配線(EM-EEF2.0-3C)は冷媒管共巻工事とする。

※　ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ～室内機のﾘﾓｺﾝ配線(EM-CEES1.25-2C)は天井内ころがし配線，壁立ち下がり部(MMA)とする。

※　屋内ﾗｯｷﾝｸﾞは樹脂製ﾗｯｷﾝｸﾞ仕上げ・屋外ﾗｯｷﾝｸﾞはｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞ仕上げとする。

※　室外機への電源は既設再使用とする。

和室(1)，(2)平面図　S=1/50

A

B

R

　

D 20A

D 25A

2
,
0
0
0

6
,
4
0
0

6,000

EM-CEE1.25-2C（MMA)新設

図面名称

和室(1),(2)平面図 S=1/50令和６年１２月 M-14



F

２L-1

女子

6
,
4
0
0

湯沸室

Y5

2
,
0
0
0

2,700

SW

WHG

1

WHG

↓

1-1

↓ ↓

WHG

1

WHG

↓

1-1

1

↓

1

↓

1

↓↓

EF

ソーラータイマー撤去・新設

週間式１回路型　停電補償付
6,000 6,000

廊下

X1 X2 X3 X4

※　　　は更新器具

EFEF

2

EF EF

1

FFFFF

1

EF

2

2

2

3 3 3

工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 S=1/50調布市東部公民館空調機ほか更新工事

名 称
数 量

男子 女子 合計

床置き床排水型，密結防露タンク

暖房便座

トイレ用擬音装置（乾電池タイプ）

付属品一式

洋風大便器 １ １ ２

仕　　　　様

数 量

男子 女子 合計

密結防露タンク(固定金具付)

暖房洗浄便座

擬音装置付き），洗浄リモコン

洋風大便器

名 称

１ １ ２

仕　　　　様

付属品一式

（A100V　314W，給湯貯湯タイプ，

記　号 名 称

壁掛換気扇

壁掛換気扇

仕　　　　様 数 量 合 計

F-2

F-1 格子タイプ　20㎝　電気式シャッター ４ ４

台所用　20㎝　給湯器連動形　有効換気量 ２ ２

換気扇撤去機器表

記　号 名 称

EF-1 壁掛換気扇

壁掛換気扇

仕　　　　様 数 量 合 計

格子タイプ　20㎝　電気式シャッター　速調付　有効換気量　強）485ｍ3/ｈ　24ｈ）330ｍ3/ｈ １ １

EF-2

EF-3

台所用　20㎝　給湯器連動形　有効換気量　504ｍ3/ｈ，給湯器連動スイッチ

格子タイプ　20㎝　電気式シャッター　有効換気量　強）485ｍ3/ｈ

壁掛換気扇 ２ ２

３ ３

換気扇新設機器表

トイレ

男子
トイレ

図面名称 給湯，衛生，換気設備

撤去新設平面図

撤去衛生器具表

新設衛生器具表

数 量 合 計記　号

WHG-1

名 称 仕　　　　様

屋内壁掛型　5号

数 量 合 計

WHG-1-1

記　号 名 称

ガス給湯器

仕　　　　様

屋内壁掛型　5号

給湯器撤去機器表 給湯器新設機器表

２ ２ ２ ２

令和６年１２月

ガス給湯器

床置き床排水型（掃除口付）

M-15

バルコニー

バルコニー

調理実習室



工事件名 縮　尺 図面Ｎｏ

調布市総務部営繕課令和６年度 調布市東部公民館空調機ほか更新工事 S=1/200

凡例

：天井撤去・新設部

東部公民館

室　名施設名

※天井改修は脚立足場行う(床養生の事)

※空調室内機取付箇所は天井下地の開口補強を行うこと。

事務室,会議室

東部公民館　　天井改修仕上表

撤去・新設

化粧石膏ボードｔ=9.5/下地LGS

学習室

廊下

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t＝9/下地石膏ボードｔ=9.5 

吸音材吹付仕上（リシン状）/下地石膏ボードt＝9.5

玄関

廊下

バ
ル

コ
ニ

ー
和室(1)

男子

便所
和室(2)

53,700

14,700

2,700 6,000 6,000 6,000 6,000

12,000

湯沸

廊下

調理
実習室

会議室

教材室
事務室

資料室

保育室

通用口

踏込 前室

女子

便所

6
,4

00
6
,4

00
7
,0

0
0

6,
40

0
2,

00
0

26
,2

00

ガラス撤去590×1000　t=3

ガラス撤去590×950　t=3

アルミパネル新設590×1000　t=3

アルミパネル新設590×950　t=3

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ６

玄関

廊下

バ
ル

コ
ニ

ー

和室(1)

男子

便所
和室(2)

53,700

14,700

2,700 6,000 6,000 6,000 6,000

12,000

湯沸

廊下

調理
実習室

会議室

教材室
事務室

資料室

保育室

通用口

踏込 前室

女子

便所

6
,4

00
6
,4

00
7
,0

0
0

6,
40

0
2,

00
0

26
,2

00

ガラス撤去590×1000　t=3

ガラス撤去590×950　t=3

アルミパネル新設590×1000　t=3

アルミパネル新設590×950　t=3

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｙ６

図面名称

２階天井伏図

天井伏図（改修後）　S=1/200天井伏図（改修前）　S=1/200

令和６年１２月

※　　　は空調機設置位置（開口補強900×900）

学習室

M-16

学習室


